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『消費生活相談窓口』 京丹波町では、消費生活に関する相談や情報提供をお受けしています。

消費生活に関する連絡・相談先

京丹波町消費生活相談窓口
電　話：０７７１-８２-３８０３
相談日：水・木曜日

南丹市商工課内
電　話：０７７１-６８-０１００
相談日：月・火・金曜日

南丹市の相談窓口も
利用していただけます。

１人で悩まず、
気軽に相談して
ください。

※メールでの相談はお受けしていません。
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京丹波町の「安全・安心まちづくり」を支援している
関西大学社会安全学部の取り組みを随時お伝えします

豪雨災害・土砂災害にご留意ください
★「安心ほっとさん」・「安心ほっとコラム」
　京丹波ケーブルテレビでは、「安心ほっとさん」とい
うシリーズで、暮らしの安全・安心に結びつく“身近な
お手本”となる取り組みをしていらっしゃる町民さんを
紹介しています。
　先日、質美地域では、出水期を前に、自宅裏の崖に土
嚢を積み、雨水の流れを制御する事前対策を講じてい
るかたを取材しました。学生も、悪戦苦闘しながらその
作業を手伝いました。また、「安心ほっとコラム」というシ
リーズも本年度からスタートします。第１回目は、関西大
学社会安全学部の小山倫史准教授です。斜面災害の
研究が専門の小山先生に、身近な自然環境（の変状）に
普段から目を遣り関心を寄せることの重要性を解説して
いただきました。ぜひ、参考にしてください。

協働プロジェクト、ますます充実！
★全国広報コンクール 総務大臣賞！
　既報のとおり、京丹波町ケーブルテレビさんとの
協働プロジェクトが「全国広報コンクール・広報企画
部門」で、総務大臣賞に輝きました！　とっても光栄
なことです。でも、ここで事足れりと慢心せずに、もっ
と奮起してまいりたいと思います。

★須知高校２年３組とコラボレーション
　本年度から、須知高校の「総合的な学習の時間」
で防災プロジェクトを実施しています。具体的な取り
組み内容に関しては、次号以降でご報告いたします。
ご期待ください。

消費者契約法が一部改正されました！
＜2019年6月15日から、取消し・無効の範囲が拡大しました＞

　消費者契約法は、消費者を保護するために不当な契約の取り消しや、無効にで
きる法律です。2022年4月からの成年年齢引き下げに伴って、社会的な経験が浅
い若者などに配慮されたものになっています。

以下の条項は
取り消すことができます

● 就職セミナー商法など
　（不安をあおる告知）
● デート商法など
　（好意の感情の不当な利用）
● 高齢者などが不安をあおられる
　（判断力の低下の不当な利用）
● 霊感商法など
　（霊感などによる知見を用いた告知）
● 契約前なのに強引に代金を請求されるなど
　（契約締結前に債務の内容を実施など）
　

●事業者は責任を
　負わないとする
　条項

●消費者はどんな理由でもキャンセルできない
とする条項

●成年後見人を利用すると契約が解除されて
しまう条項

　（例：「アパートを出ていって」といわれたなど）

以下の条項は
無効にすることができます

また、消費者が誤解をしないように、わかりやすい契約条項を作成することや、消費者
の知識や経験を考慮して必要な情報を提供することなど、事業者の努力義務が求めら
れます。

事業者にはこのような義務が課されますが、私たち消費者も、

契約の際にはしっかりと内容を理解することが大切です。　
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